
！ が か してみましょう

本年1月1日に住民票がある市区町村へ相談してください

（所得税の申告は申告書提出時の住所地の管轄税務署へ）

対応する番号へ

給与収入が2,000万円を超える

1 主に給与収入があった人

会社で年末調整した（勤務先

が2か所以上でも、合算してい

る場合は「はい」へ）

所得税の

確定申告が

必要です

給与所得の源泉徴収票に

源泉徴収税額の記載がある

所得金額が

所得控除合計額を超える

給与以外に所得がある

医療費控除などの

控除の追加がある

給与以外の所得が

20万円を超える

勤務先から市に

給与支払報告書が

提出されている

（勤務先で確認ください）

給与所得の源泉徴収票

に源泉徴収税額の

記載がある

市民税・県民税の

申告が必要です

医療費控除などの

控除の追加がある
給与以外に

所得がある

申告は

不要です

所得税の

確定申告が

必要です

所得税の

確定申告が

必要です

所得税の

確定申告が

所得税の

確定申告が

必要です

2 主に年金収入があった人

公的年金の収入が

400万円を超える

所得税の確定申告が必要な場

合もあります詳しくは税務署

にお問い合わせください

公的年金以外に

所得がある

医療費控除などの

控除の追加がある

申告は

不要です

公的年金以外の

所得が20万円を超える

所得税の

確定申告が

必要です

公的年金の源泉徴収票

に源泉徴収税額の

記載がある
市民税・県民税の

申告が必要です

3 事業収入（営業・農業・不動産）、雑収入などがあった人

所得金額が所得控除合計額を超える

市民税・県民税の

申告が必要です

所得税の

確定申告が必要です

4 収入がなかった人、非課税所得のみあった人

親族が扶養親族として年末調整または申告をしている

申告は不要です
所得課税証明書が必要な場合は市

民税・県民税の申告が必要です

（遺族・障害年金、失業保険などがあった人）

税務署に所得税の確定申告をすれば、市民税・県民税の申告は必要ありません。

主に

給与収入が

あった人

主に

年金収入が

あった人

事業収入（営業・

農業・不動産）、雑

収入などがあった人

収入がなかった人、

非課税所得のみ

あった人
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フローチャートは一般的な例ですの

で、詳細は税務課または各支所総務

税務係へお問い合わせください。

※上記以外の所得があり、確定申告が必要と思われる人は、税務署にお問い合わせください。

※市民税・県民税の申告は、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・児童手当・保育料の算定や

国民年金保険料免除申請など、様々な行政サービスに利用されますので、収入が無くても申告が必要な場合が

あります。

本年1月1日現在、

宇和島市に住民登録がある
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